
３割の累犯者が６割の
犯罪をじゃっ起してい
る。

刑務所入所者の半数以
上は再入所者である。

満期釈放者の半数以上
が５年以内に再入所し
ている。

刑務所再入所者の７割
は再犯時に無職であ
る。

無職の保護観察対象者
の再犯率は，有職者の
４倍である。

保護観察対象者の無職
率が２４％に上昇してい
る。

帰住先のない者ほど刑
務所への入所を繰り返
している。

帰住先のない者ほど再
犯期間が短い。

受刑者の相当数は，犯
罪時に「だれに相談した
らいいか分からない」状
態である。

更生保護施設退所後に
一番ニーズが高いのは
「相談先の確保」であ
る。

現状の問題点 課題

社会復帰支援が重要

満期釈放者
支援

就労支援・
住居支援
(就労先確保・
職場定着，帰住
先確保)

相談支援
(社会復帰を支
援する担い手の
活動強化・支援)

薬物事犯者
等
特定の問題に
応じた指導・
支援

対策 目標

再犯防止を強力に推進するための社会内処遇の充実強化～刑務所出所者の再入所率の大幅な低下を目指して～

　○　「日本再生戦略」・「日本再生に向けた改革工程表」（平成２４年７月３１日・閣議決定）
　　（２）Ⅰ．すべての人々のための社会・生活基盤の構築～生活・雇用戦略～
　　　１１．社会・環境分野の課題解決と経済成長を一体的に推進し，国民の不幸を最小化
　　　　（１）政府だけでは解決できない社会的諸課題に対して，様々な主体が参画し，協働して国民のニーズにきめ細かに対応することで
         解決
　　　　・犯罪の起きにくい社会づくりの推進，治安水準の更なる向上（２０１２年度～２０１４年度までに実施すべき事項）
 　　 　・再犯防止に向けた総合対策の策定（２０１２年度に実施すべき事項）
　　　　・再犯防止に向けた総合対策の着実な実施，成果・効果の検証（２０１３年度～２０１４年度までに実施すべき事項）

政
 

府
 

方
 

針

◎　刑務所出所者等の
  社会復帰支援の強化

○　刑の一部の執行猶予制度
　等の施行に向けた体制整備
　①薬物事犯者対策の充実
   強化
　
○　民間のノウハウを活かし
　た就労支援・雇用確保の強
　化
　①協力雇用主による雇用
   拡大
　②ソーシャル・ファームを
   活用した新たな就職先の
   確保
　③更生保護就労支援モデル
　 事業の効果検証

○　保護司活動の基盤整備に
  よる社会復帰支援の強化
　①更生保護サポートセン
   ターの拡充
　②保護司適任者確保のため
   の体制整備

①適切な指導・
　支援による薬
　物依存からの
　回復

②就職先・住居
　確保による生
　活基盤の安定

③地域のボラン
　ティアの支援
　による立ち直り
　の促進

等により，刑務所
出所者等の社会
復帰と再犯防止
を推進

「再入所率の低
下」による「安全
・安心な社会」の
実現

帰住先の定まらないま
ま満期釈放となる者が
年間７千人以上に及
ぶ。

覚せい剤事犯者は，再
犯率が高い。

出所受刑者の５年以内
累積再入率は，覚せい
剤取締法違反事案が高
い。



現状の問題点～再犯対策（特に，満期釈放者対策，薬物事犯者対策，就労支援策，住居支援策，相談支援策）の必要性

同一人が
犯罪を

繰り返す
問題

事件数の割合

再犯
初犯

初犯

再犯
人数の割合

３割

６割

３割の累犯者が６割の犯罪をじゃっ起 刑務所入所者の半数以上は再入所者

満期
釈放者
の問題

満期釈放者の半数以上が５年以内に再入所

就労先
がない
問題

刑務所再入所者の７割は
再犯時に無職

無職者の再犯率は，有職
者の約４倍

（保護観察対象者）

保護観察対象者の無職率が急上昇

 刑務所出所時の
帰住先がない問題

帰住先のない者ほど刑務所入所を繰り返す

相談先がない
問題

監督者のいない者ほど再犯に至りやすい

再犯時無職者

・窃盗受刑者の約３割（２８．４％）は，受刑す
ることになった事件を起こす前に，「誰かに相
談したかったが，誰に相談したらいいかわか
らなかった。」と答えた。（法務総合研究所・特
別調査）
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仮釈放者の５年以内再入所率 満期釈放者の５年以内再入所率

出所受刑者の５年内累積再
入率は，覚せい剤取締法違
反事案が多い。
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平成24年 「警察庁資料」

覚せい剤事犯者の
検挙者のうち６割が
再犯者であり，再犯
者の占める割合は
上昇傾向にある。
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 薬物事犯者の問題



 ○　各種社会復帰支援策への協力
 ○　組織としての地域活動

 →保護司が激減しており，保護司確保等，活動
   の基盤整備が不可欠

「更生保護就労支援モデル事業」の
効果検証
※全国６か所で実施中の事業を検証
　（就職活動支援，職場定着支援，
　　雇用基盤整備，定住支援）

 ○　薬物処遇重点更生保護施設の先行実施

　更生保護施設

刑
務
所
か
ら
の
出
所
等

○　薬物事犯者に対する処遇への協力
○　薬物事犯者に対する回復訓練等の実施

保護司（保護司会）

■　協力雇用主による
　雇用拡大

■　ソーシャル・ファー
ム
　を活用した新たな就職
　先の確保

■　更生保護サポート
　センターによる地域
　定着支援

地域定住

自
　
立

（
再
入
所
率
の
大
幅
な
低
下

）

社会内移行
調査の

先行実施

施設内処遇
から

社会内処遇
へ

社会復帰
支援の引継ぎ

◆刑務所出所者等の社会復帰支援の強化（全体イメージ図）

多様な主体の参画

帰住先確保

薬物依存症リハビリテーション施設（ダルク等），
医療機関等

　北九州自立更生促進センターの活用

※薬物依存の問題性が高い者に対する重点的処遇
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